
燃やすごみ

出し方の
ルール

生ごみは十分に水切りをしてください。1

ガラスなどの鋭利なものは厚紙などに包んで、袋の中央に入れてください。2

たばこの吸い殻など火の気のあるものは水につけてください。3

これらのものは、分別してください！！注意

Burnable garbage

● リサイクル可能な資源ごみ （※条例で分別が義務化されています。）

● その他 （※これらは「プラスチック類」などの「資源ごみ」としても出すことはできません。）

プラスチック製品

新聞・ダンボール

電池
（リチウムイオン電池等）

小型家電
（電池や電気で動くもの）

大型ごみ
（分解等しないでください。）

雑がみ・紙パック 小型金属類　スプレー缶

プラスチック製の
「容器」と「包装」

びん

缶

ペットボトル


